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平成２０年１２月２２日 
 
伊東市教育委員会 
委員長 田 中 智 海 様 
 
                          伊東市教育問題懇話会 
                          会長 稲 葉 雅 之 
 
       本市における将来の市立幼稚園のあり方について（答申） 
 
 当教育問題懇話会は、平成２０年５月２８日に諮問を受けた標記の件について、

慎重に審議した結果、下記のとおり答申する。 
 

記 
１ 本市の現状 
  次の事項について、本市の現状把握を行った。 
  
⑴ 園児数について 

   市立幼稚園の園児数は、昭和４８年度の２，０２３人をピークに、平成３年

度には８５８人となり、その後、平成１５年度まで８００人台で推移している。 

   平成１１年度に川奈幼稚園で３歳児保育を開始し、段階的に３歳児保育を実

施したことなどに伴い、平成１６年度の園児数は、９１５人となり、その後、

９００人台で推移し、現在に至っている。 

平成２０年度から３歳児保育が全園において開始された状況にあっても５月

１日現在での市立幼稚園の園児数は、９０１人であり、ピーク時である昭和４

８年度の２，０２３人と比較して、１，１２２人減少し、率にして５５．５％

減となっている。 

こうした園児数の減少に伴い、現在、１園における園児の総数が４０人に満

たない園が５園あり、その中でも特に園児数が少ない園では、１クラスが７人

でその内の女子園児数が１人のクラスもある。 

  

⑵ 職員数について 

３歳児保育開始前の平成１０年度の職員数は、教諭（園長、教頭を含む。）
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５６人、用務員９人、臨時講師４人の合計６９人であったが、平成１１年度か

ら開始した３歳児保育に伴い、平成２０年度の職員数は、教諭（園長、教頭を

含む。）５１人、用務員６人、臨時講師２０人、臨時用務員２人の合計７９人

で１０人増加している。 

平成１０年度と平成２０年度の職員構成を比較すると教諭が５人減、用務員

が3人減、臨時講師が１６人増、臨時用務員が２人増、合計１０人増となって

おり、特に臨時職員の増加が著しい。この主な理由としては、職員定数の観点

のほか、平成１９年度末から平成２０年度にかけての退職者及び育児休暇取得

者の増加による臨時職員での対応があげられる。 

 

⑶ 施設について 

   現在、市立幼稚園は１４園（１園休園を除く。）あり、施設の老朽化が進ん

でいる。 

特に新耐震基準が施行された昭和５６年６月以前に建築された幼稚園が６

園あり、その中で耐震補強の必要な園が３園、耐震診断未実施が１園あり、こ

れらの園では、改築も含めた耐震化の対応が喫緊の課題となっている。 

   また、施設に設置されている遊具等については、国の指針に基づいた厳しい

基準の下での管理を実施し、経年劣化の中で維持していくためには、相当の経

費を必要とする状況にある。 

  

２ 将来の幼稚園のあり方について 

  平成２０年度における市立幼稚園の園児数（平成２０年５月１日）は、園によ

って３０人から１４３人となっている。小規模園においては、遊びのグループ構

成が固定化され、集団保育によってもたらされる貴重な経験を得る機会が不十分

であるなど、さまざまな保育の実施が制限されてしまうほか、好ましい競争心が

育ちにくいなどの意見が保育現場から出されている。 

その一方、多くの入園希望者がある園においては、３歳児の入園希望が定員を

超えて抽選を行うケースや、抽選からはずれやむなく希望した園を変更し、他の

幼稚園に入園するケースなどが見受けられる。 

また、園の規模により職員一人当たりが保育する園児数も異なるため、保育現

場に従事する職員の環境面においても不均衡があるものと思われる。 

 こうした状況は、少子化などの社会変化により、今後、一層顕著になることが

予想され、本市における将来の市立幼稚園のあり方を考えた場合、幼稚園の統廃
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合を視野に入れた適正配置、適正規模への推進は、避けて通ることはできないも

のと考えられる。 

 幼児期における集団とのかかわりは、他者と共同でとりくむ中で経験する達成

感や、調整する力をも獲得し自己を成長させる上で、非常に重要な時期であるこ

とから、幼児期の集団体験を十分に積むことが大切であり、こうした意味で幼稚

園は、人間形成の基礎を培うための重要な役割を担っていると考えられる。 

このような状況を踏まえ、次の事項について、公平性や地域の特性を失うこと

なく本市に相応しい幼稚園づくりに努めることが望ましいものと考える。 

 

⑴ 幼稚園の適正な配置について 

   幼稚園の配置については、ほぼ地域ごとに設置されているが、園の規模や地

域によっては園児数にかなりの隔たりがあるため、幼稚園の統廃合を視野に入

れた適正な配置を進め是正していく必要がある。 

その際、幼稚園の教育活動と地域との連携や特性を活かしたバランスのある

配置に努めるべきである。 

  

⑵ 幼稚園の適正な規模について 

   幼稚園の適正な規模については、一学級の園児数を３５人以下とする幼稚園

設置基準(昭和３１年文部省令第３２号)のほかに明確な基準はないが、教育上

望ましい集団活動が実施できる教育環境を整備していく必要がある。特に小規

模園については、速やかな対応が必要と考える。 

     

⑶ 行政効率の向上について 

   今後の幼稚園経営は、限られた予算をより有効的に使うことが求められるた

め、幼稚園数の削減、職員数の削減など更なる経済性、効率性、効果性を重視

したシステムへの転換を図る必要がある。 

  

⑷ 職員について 

  幼児教育は、幼児の発達や心身の調和の取れた人格形成の基礎を培うために

重要であり、教育に携わる教職員の果たす役割は極めて大きいと考えられる。 

そのため、教職員の資質・能力の向上を図ることを目的に、より広範な知識

の習得や技能の研鑽などを図る研修体制の整備を進めることが重要である。 

  また、臨時職員の採用については、応急的なものに止め、著しく増加しない
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ように努めるべきである。 

 

⑸ 施設について 

   幼稚園施設については、昭和４０年代から昭和６０年代に建築された施設が

多数あり老朽化が進んでいる。こうした施設を現状規模のまま建て替えること

は、現在の幼稚園が抱えている不均衡と格差の是正にならないことから、将来

的な地域の状況をも勘案し、効率面や財政面も踏まえた幼稚園施設の適正配置、

適正規模を視野に入れた対応が必要である。 

   また、近い将来発生することが予想される大地震への対応が未整備の園につ

いては、早急な対応が必要である。 

  

 ⑹ 幼保の連携等について 

   当面、幼稚園、保育園の形態を存続させ、それぞれの役割を果たす中で、お

互いの良さを補完しあう関係を構築していくことが適当と考えるが、保護者の

ニーズを的確にとらえ、対応すべきと考える。 

   また、引き続き、幼保の連携について、検討をお願いしたい。 

以上 
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         伊東市教育問題懇話会会議の経過 
 

 開催年月日 内  容 

 
 
 
1回 
 
 
 

 
 
 
平成 20年 5月 28日 
 
 
 
 

・ 伊東市教育問題懇話会委員委嘱 
・ 正副会長選出 
・ 教育委員会から「本市における将来の市立幼稚

園のあり方について」諮問 
・ 議事 
市立幼稚園の現状、本市の予算状況、職員数等

の状況の説明及び審議 

 
２回 
 

 
平成 20年 8月 7日 
 

・ 議事 
幼稚園の適正規模、幼稚園の園別決算、認定こ

ども園等の説明及び審議 
 
３回 

 
平成 20年 11月 18日 
 

・ 議事 
答申（案）について審議 
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伊東市教育問題懇話会委員名簿 

 

 選 出 母 体 等 氏  名 備  考 

１ 市立幼稚園ＰＴＡ連絡会 稲 葉 雅 之 会   長 

２ 学 識 経 験 者 小 林 洋 子 副 会 長 

３ 
伊東市 PTA連絡協議会 

母親代表 
種村由美子  

４ 伊東市体育指導委員 古 屋 親 代  

５ 青年会議所代表（JC） 杉 村 大 樹  

６ 伊 東 市 校 長 会 冨 岡 泰 和  

７ 伊東市立幼稚園長会 沼 田 芳 美  

 
 


